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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

１．従業者の基準及び従業者数  

 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 介護療養型医療施設（療養病床（医療法第７条第２

項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を

有する病院であるものに限る。）に置くべき従業者の

員数 
� 医師、薬剤師及

び栄養士 

・それぞれ医療法に規定する療養病床を有

する病院として必要とされる数以上 

� 療養病床に係る

病室によって構

成される病棟（療

養病床が病棟の

一部である場合

は、当該一 部。

以下「療養病床

に係る病棟」とい

う。）に置くべき看

護師又は准看護

師（以下「看護職

員」という。） 

・常勤換算で、療養病床に係る病棟におけ

る入院患者の数が６又はその端数を増すご

とに１以上 

� 療養病床に係る

病棟に置くべき

介護職員 

・常勤換算で、療養病床に係る病棟におけ

る入院患者の数が６又はその端数を増すご

とに１以上 

� 理学療法士及び

作業療法士 

・当該施設の実情に応じた適当数 

� 介護支援専門員 ・１以上（療養病床に係る病棟（専ら要介護

者を入院させる部分に限る。）における入院

患者の数が１００又はその端数を増すごとに

１を標準とする。） 

・専従常勤。ただし、入院患者の処遇に支

障がない場合は、当該施設の他の業務に

従事すること可 

� 介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であ

るものに限る。）に置くべき従業者の員数 
� 医師 ・常勤換算で、１以上 

� 療養病床に係る

病室に置くべき

看護職員 

・常勤換算で、療養病床に係る病棟におけ

る入院患者の数が６又はその端数を増すご

とに１以上 

� 療養病床に係る

病室に置くべき

介護職員 

・常勤換算で、療養病床に係る病室におけ

る入院患者の数が６又はその端数を増すご

とに１以上 

� 介護支援専門員 １以上 

� 介護療養型医療施設（介護保険法施行令。以下「令」

という。）第４条第２項に規定する病床により構成さ

れる病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」とい

う。）を有する病院（以下「老人性認知症疾患療養病

第２条 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

棟を有する病院」という。）であるものに限る。）に

置くべき従業者の員数 
� 医師、薬剤師及

び栄養士 

・それぞれ医療法上必要とされる数以上 

・医師のうち１人は、老人性認知症疾患療養

病棟において指定介護療養施設サービス

を担当する医師としなければならない。 

� 老人性認知症疾

患療養病棟に置

くべき看護職員 

・老人性認知症疾患療養病棟（医療法施行

規則第４３条の２の規定の適用を受ける病院

が有するものに限る。）にあっては、常勤換

算で、当該病棟における入院患者の数が３

又はその端数を増すごとに１以上 

・老人性認知症疾患療養病棟（前記の規定

の適用を受けるものを除く。）にあっては、常

勤換算方法で、当該病棟における入院患者

の数が４又はその端数を増すごとに１以上  

� 老人性認知症疾

患療養病棟に置

くべき介護職員 

・常勤換算で、老人性認知症疾患療養病棟

における入院患者の数が６又はその端数を

増すごとに１以上 

� 老人性認知症疾

患療養病棟に置

くべき作業療法

士 

・１以上 

・専従常勤 

� 老人性認知症疾

患療養病棟に置

くべき精神保健

福祉士又はこれ

に準ずる者 

・１以上 

・専従常勤 

� 介護支援専門員 ・１以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら

要介護者を入院させる部分に限る。）に係る

病室における入院患者の数が１００又はその

端数を増すごとに１を標準とする。） 

・専従常勤。ただし、入院患者の処遇に支

障がない場合は、当該施設の他の業務に

従事すること可 

※入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数による。 

※常勤換算は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当

該介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

 

※療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟

を有する病院である介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門

員の員数の標準は、療養病床（専ら要介護者を入院させる部分に

限る。）に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患

療養病棟（専ら要介護者を入院させる部分に限る。）に係る病室に

おける入院患者の数の合計数が１００又はその端数を増すごとに１と

する。 

※介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該施設の職務に従事す

ることができる者をもって充てなければならない。ただし、介護療養

型医療施設（ユニット型介護療養型医療施設を除く。）及びユニット

型介護療養型医療施設を併設する場合の介護職員を除き、入院患

者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

２．備えるべき居室等の床面積  

 � 病室の床面積 
� 内法による測定で、入院患者１人につき６．４㎡以上とすること。 

 

第３条第２項第２号、第４条第２項第２

号、第５条第２項第２号 

� ユニット型病室の床面積 
�  １０．６５㎡以上とすること。ただし、１の病室の定員が２人の場

合にあっては、２１．３㎡以上を標準とすること。 
 

第３９条第２項第１号イ（３）（ⅰ）、第４０条

第２項第１号イ（３）（ⅰ）、第４１条第２項

第１号イ（３）（ⅰ） 

 

 

３．サービスの適切な利用・適切な処遇・安全確保・秘

密保持等 
 

� サービス内容・手続の説明と同意 
� 施設は、介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじ

め、患者又はその家族に対し、第２４条に規定する運営規程の

概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならな

い。  

第６条第１項 

� サービス提供拒否の禁止 
� 施設は、正当な理由なく介護療養施設サービスの提供を拒んで

はならない。  

第６条の２ 

� 身体拘束等の制限 
� 介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又

は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

� 前記の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。  

第１４条第４項・第５項 

第４３条第６項・第７項 

 
 

 
 

 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 
 

� 診療の方針 
� 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生労

働大臣が定める基準によらなければならない。 

１ 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる

疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切

に行う。 

２ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の

心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を

十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な

指導を行う。 

３ 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及び

その置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はそ

の家族に対し、適切な指導を行う。 

４ 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥

当適切に行う。 

５ 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大

臣が定めるもののほか行ってはならない。 

６ 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患

者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法第２条第

第１６条 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

 １６項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とさ

れる薬物を使用する場合においては、この限りでない。 

７ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供する

ことが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診

療について適切な措置を講じなければならない。  

� 看護及び医学的管理の下における介護 
� （ユニット型）介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、

入院患者の負担により、当該（ユニット型）介護療養型医療施設

の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならな

い。  

第１８条第７項 

第４４条第８項 

 

� 管理者の管理 
� 施設を管理する医師は、当該施設所在地の都道府県知事等の

医療法第１２条第２項に基づく許可を受けた場合を除くほか、同

時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。 

� 施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム

等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、こ

れらの施設が同一敷地内にあること等により、当該施設の管理

上支障がない場合には、この限りでない。  

第２２条 

� 秘密保持等 
� 施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院

患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

� 施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

� 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する

情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意

を得ておかなければならない。 
 

第３０条（準用する場合を含む。） 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 � 事故発生の防止及び発生時の対応 
� 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める

措置を講じなければならない。 

１ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が

記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 

２ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生

じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を

従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

３ 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を

定期的に行うこと。 

� 施設は、入院患者に対する介護療養施設サービスの提供により

事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

 

� 施設は、前記の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

� 施設は、入院患者に対する介護療養施設サービスの提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 
 

第３４条（準用する場合を含む。） 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 勤務体制の確保等 
� 前記の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者

が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した

サービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行

わなければならない。 

１ 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又

は看護職員を配置すること。 

２ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職

員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として

配置すること。 

３ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

� ユニット型介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって

介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院

患者に対する介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼ

さない業務については、この限りでない。  

第４８条第２項・第３項 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

４．基本方針  

� 事業の基本方針 第１条の２（準用する場合を含む。） 

５．設備及び備品等  

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� サービス提供に必要な設備・備品等 
介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。） 
 � 病室 ・１の病室の病床数は、４床以下。 

 � 廊下 ・患者が使用する廊下であって、療養病床
に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法に
よる測定で、１．８ｍ以上。ただし、両側に居
室がある廊下の幅は、内法による測定で、
２．７ｍ以上。 

 � 機能訓練室 ・内法による測定で４０㎡以上の床面積を有
し、必要な器械及び器具を備えなければな
らない。 

 � 談話室 ・療養病床の入院患者同士や入院患者とそ
の家族が談話を楽しめる広さ。 

 � 食堂 ・内法による測定で、療養病床における入院
患者１人につき 1 ㎡以上の広さ。 

 � 浴室 ・身体の不自由な者が入浴するのに適した
もの。 

 � 消火設備その
他 の 非 常 災
害に際して必
要な設備 

・設けること。 

介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。） 
 � 病室 ・１の病室の病床数は、４床以下 

 � 廊下 ・患者が使用する廊下であって、療養病床
に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法に
よる測定で、１．８ｍ以上。ただし、両側に居
室がある廊下の幅は、内法による測定で、
２．７ｍ以上。 

 � 機能訓練室 ・機能訓練を行うために十分な広さを有し、
必要な器械及び器具を備えなければならな
い。 

 � 談話室 ・療養病床の入院患者同士や入院患者とそ
の家族が談話を楽しめる広さ。 

 � 食堂 ・内法による測定で、療養病床における入院
患者１人につき１㎡以上の広さ。 

 � 浴室 ・身体の不自由な者が入浴するのに適した
もの。 

 � 消火設備その
他 の 非 常 災
害に際して必
要な設備 

・設けること。 

 

第２条、第３条（第２項第２号を除く。）、

第４条（第２項第２号を除く。） 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

に限る。） 

 � 病室 ・１の病室の病床数は、４床以下 

 � 老 人 性 認 知

症 疾 患 療 養

病 棟 の 用 に

供される部分

（事業の管理

の事務に供さ

れる部分を除

く。）の床面積 

・入院患者１人につき１８㎡以上 

 � 廊下 ・患者が使用する廊下であって、老人性認

知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する

廊下の幅は、内法による測定で、１．８ｍ以

上。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、

内法による測定で、２．７ｍ以上（医療法施

行規則第４３条の２の規定の適用を受ける病

院の廊下の幅にあっては、２．１ｍ以上）。 

� 生 活 機 能 回

復訓練室 

・６０㎡以上の床面積を有し、専用の器械及

び器具を備えなければならない。 

 

� デイルーム及

び面会室 

・面積の合計は、老人性認知症疾患療養病

棟に係る病床における入院患者１人につき

２㎡以上の面積。 

 � 食堂 ・老人性認知症疾患療養病棟に係る病床に

おける入院患者１人につき１㎡以上の広さ。

ただし、前記のデイルームを食堂として使用

可。 

 � 浴室 ・入院患者の入浴の介助を考慮してできる

だけ広いもの。 

 � 消火設備その

他 の 非 常 災

害に際して必

要な設備 

・設けること。 

※ユニット型介護療養型医療施設については省略。 

 

７．その他の運営に関する基準（主なもの）  

� サービス提供困難時の対応 第６条の３（準用する場合を含む。） 

� 受給資格等の確認 第７条（準用する場合を含む。） 

� 要介護認定の申請に係る援助 第８条（準用する場合を含む。） 

� 入退院 第９条（準用する場合を含む。） 

� サービス提供の記録 第１０条（準用する場合を含む。） 

� 利用料等の受領 第１２条（準用する場合を含む。） 

� 保険給付の請求のための証明書の交付 第１３条（準用する場合を含む。） 

� サービスの取扱方針 第１４条（第４項及び第５項を除く。）（準

用する場合を含む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 施設サービス計画の作成 第１５条（準用する場合を含む。） 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 機能訓練 第１７条（準用する場合を含む。） 

� 看護及び医学的管理の下における介護 第１８条（第７項を除く）、第４４条（第８項

を除く。） 

� 食事の提供 第１９条、第４５条 

� その他のサービスの提供 第２０条、第４６条 

� 患者に関する市町村への通知 第２１条（準用する場合を含む。） 

� 管理者等の責務 第２３条（準用する場合を含む。） 

� 計画担当介護支援専門員の責務 第２３条の２（準用する場合を含む。） 

� 運営規程 第２４条、第４７条 

� 勤務体制の確保等 第２５条、第４８条（第２項及び第３項を除

く。） 

� 定員の遵守 第２６条、第４９条 

� 非常災害対策 第２７条（準用する場合を含む。） 

� 衛生管理等 
 � 入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供

する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な

措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に

行わなければならない。 

 � 感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の

に掲げる措置を講じなければならない。 

１ 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の

従業者に周知徹底を図る。 

２ 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の

防止のための指針を整備する。 

３ 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的

に実施する。 

４ 前に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症

又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿っ

た対応を行う。  

第２８条（準用する場合を含む。） 

� 協力歯科医療機関 第２８条の２（準用する場合を含む。） 

� 掲示 第２９条（準用する場合を含む。） 

� 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 第３1 条（準用する場合を含む。） 

� 苦情処理 第３2 条（準用する場合を含む。） 

� 地域との連携等 第３3 条（準用する場合を含む。） 

� 会計の区分 第３5 条（準用する場合を含む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 記録の整備 
� 次の記録を整備し、２年間保存。 

・ 施設サービス計画 

・ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

・ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

・ 市町村への通知に係る記録 

・ 苦情の内容等の記録 

・ 事故の状況及び事故に際して採った処理についての記録  

第３６条（準用する場合を含む。） 

 

 


